
【ＤＯ（実施）】
後期基本計画（令和３年度～令和７年度）における数値目標

施策経費

施策の概要（細施策）

令和 7 年度 施策評価表

施策担当部 総務部 部長 渡邉　真一郎
施策担当課 安全対策課 課長 河野　康則

Ｒ３目標値Ｒ４目標値Ｒ５目標値Ｒ６目標値Ｒ７目標値 Ｒ６年度

Ｒ３実績値Ｒ４実績値Ｒ５実績値Ｒ６実績値Ｒ７実績値 達成率 進捗率

606 612 618 624 630

574 567 559 574

230 240 250 260 270

- - - -

施策達成状況の説明

Ｒ６年度 Ｒ７年度 Ｒ８年度
決算 予算 見込

事業費 1,144,617 1,130,942 1,234,564

国庫支出金 65 83 22,049

県支出金 0 0 0

地方債 52,500 58,200 42,800

その他 36,504 32,973 25,407

一般財源 1,055,548 1,039,686 1,144,308

人件費 34,531 31,583 ─

フルコスト 1,179,148 1,162,525 ─

施策 1001 消防・救急体制の充実

施策の方針 　消防体制の充実を図るとともに、緊急時に迅速に対応できる救急救命・救助体制の充実に努める。

関連する
SDGsの
ゴール

指標名 単位
基準値
（Ｒ１）

① 消防団員の数 人 600 92.0% 91.1%

② 救急救命講習会の受講者数 人／年 220 - -

③

④

⑤

（単位:千円） 特記事項

内
訳

100101 消防体制の充実

　火災や風水害等から市民の生命、身体及び財産を守るため、消防体制の維持・充実を図
ります。
　また、身近な地域の消防体制を支える消防団については、団員の確保に努めるととも
に、老朽化した詰所など施設の計画的な整備を行い、消防団が活動しやすい環境づくりを
進めます。
　さらに、消防車両、通信システム等の計画的な更新のほか、消火栓や防火水槽などの消
防水利について、適切な維持管理と計画的な整備を進めます。

100102 救急救命・救助体制の充実

　救急救命・救助活動に対する出動回数の増大や、救急医療の高度化に対応するため、国
立病院機構長崎医療センター、市立大村市民病院、その他の医療機関と消防署との連携を
一層強化し、夜間・休日などの時間外や災害時などの緊急時にも迅速に対応できる救急救
命・救助体制の充実に努めます。
　また、救急救命講習会を開催し、多くの市民がＡＥＤ等を使用できるよう、応急処置方
法の普及活動に努めます。

・消防団員の減少は全国的にも課題となっており、様々な確保策に取り組んでいるが、被雇用者が増えている状況や若者等の地域とのつながりの
稀薄化が進んでいる状況などから、消防団員の確保については増加しているが、目標値には満たず苦慮している状況。
　消防団員がプールなどの公共施設を利用する場合に利用料金を割り引く制度や、消防団員が準中型自動車免許等を取得する際の補助制度を設け
るなど、消防団員の確保に努めてきた。令和４年度より出動報酬の増額をはじめ、機能別団員の新設や休団制度の導入を実施し、更に令和7年度
からは、消防団員の確保及び地域防災力の向上を推進するため、消防団員の中で防災士の資格を取得しようとする者に対し、資格取得費を補助す
る大村市消防団員防災士資格取得費補助金の制度を実施し、引き続き、消防団員に対する優遇制度や被雇用者が入団しやすいような協力事業者の
拡大などに取り組んでいく。
・令和２年度から大村消防署の職員派遣による救命救急講習会が廃止となり、消防署で開催している定期講習のみとなった。消防署における定期
講習会の受講者は、令和３年度は４回開催で６６名、令和４年度は１２回開催で２１９名、令和５年度は３０回開催で６５４名、令和６年度は３
０回開催で６３６名が受講。



【ＣＨＥＣＫ（評価）施策担当部長】

【ＡＣＴＩＯＮ（改善・改革）】

令和８年度新規事業

施策を達成する上での問題点・課題

・地元に根ざした消防団員の確保は重要であるが、勤務のため管轄区域外へ出ている団員の増加や若者等の地域とのつながりの稀薄化が進むなど
の社会情勢の変化に伴い、団員の確保が難しい状況にある。消防団後援会長等にも協力依頼を行って多くの人に呼びかけを行うとともに、公共施
設の団員割引制度の導入などの取組みを行っており、消防団員数は増加に転じてはいるが、定数まではまだまだ及ばない状況である。全国的にも
消防団員の確保が課題となっており、更なる取組みが必要である。
・消防団の詰所や分駐所の増築、修繕､改修等について、計画的な対応を行っていく必要がある。また、新設消火栓については、関係機関と協議
の上、設置場所・基数を決定し、早急に設置するよう努める。

上記の問題点・課題を踏まえた事務事業の改善・改革や新規事業についての考え方

・消防団員確保のため、団員募集のキャンペーン活動や消防団協力事業所表示制度の周知等に積極的に取り組むとともに、消防団後援会長、町内
会長会等への協力依頼を引き続き行う。また、消防団員の処遇や福利厚生の改善を図り、団員確保の一助とするとともに、勤務年数の延伸につな
げることで、現状以上に団員数が減少することを抑制する。また、災害に対する備えや、それに対する知識といった防災力の向上への関心が高
まっており、年々「防災士」の資格についてのニーズが高まっている背景があるため、今年度より消防団加入のメリットとして団員に資格取得の
助成を行なう。あわせて、消防団の実態に応じ、団員の職業や勤務実態等を考慮して各種活動への参加回数を見直したり、参加を輪番制にするな
ど、団員の負担の軽減に努める。各分団においても、充足率が100％を超えている分団については、今後優良分団として表彰対象とするなど、団
員確保へのモチベーションが少しでも向上するような施策を検討していく。

・消防団の詰所や分駐所については、経過年数や危険性を考慮するとともに消防団の要望に配慮しながら、計画的な建替及び補修等を実施する。

・消防署と連携しながら救命救急講習会の開催について、市ホームページ等を通じて周知していく。

令和８年度見込

0

事業名 担当課 対象・事業概要など
事業費（千円）

1

2

3

4

5


